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(57)【要約】
【課題】半導体装置の作製工程において、高調波のＣＷ
レーザを半導体膜上に相対的に走査させながら照射する
と、走査方向に延びた長い結晶粒がいくつも形成される
。このようにして形成された半導体膜は前記走査方向に
おいては実質的に単結晶に近い特性のものとなるが、高
調波のＣＷレーザの出力が小さくアニールの効率が悪い
。
【解決手段】第２高調波に変換されたＣＷレーザと同時
に基本波のＣＷレーザを半導体膜の同一部分に照射する
ことで、出力の補助を行う。通常、基本波は１μｍあた
りの波長域に入り、この波長域では半導体膜に対する吸
収が低い。しかしながら、可視光線以下の高調波を基本
波と同時に半導体膜に照射すると、高調波により溶かさ
れた半導体膜に基本波はよく吸収されるため、アニール
の効率が著しく上がる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体膜を形成し、
第１のレーザビーム、第２のレーザビーム、及び第３のレーザビームを照射して前記半導
体膜を結晶化し、
前記第１のレーザビームは第２高調波のレーザビームであり、かつ、連続発振のレーザで
あり、
前記第２のレーザビーム及び前記第３のレーザビームは基本波のレーザビームであり、か
つ、連続発振のレーザであり、
前記第１のレーザビームのビームスポットは楕円状又は長方形状であり、
前記第２のレーザビームのビームスポットは、前記第１のレーザビームのビームスポット
の長径方向の一方の端部を覆い、
前記第３のレーザビームのビームスポットは、前記第１のレーザビームのビームスポット
の長径方向の他方の端部を覆うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
半導体膜を形成し、
第１のレーザビーム及び第２のレーザビームを照射して前記半導体膜を結晶化し、
前記第１のレーザビームは第２高調波のレーザビームであり、かつ、連続発振のレーザで
あり、
前記第２のレーザビームは基本波のレーザビームであり、かつ、連続発振のレーザであり
、
前記第１のレーザビームのビームスポットは楕円状であり、
前記第１のレーザビームは、偏向手段によって前記第１のレーザビームのビームスポット
の短径方向に走査され、
前記第２のレーザビームのビームスポットは、前記第１のレーザビームの走査領域を覆う
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
請求項２において、
前記第２のレーザビームのビームスポットは、前記第１のレーザビームのビームスポット
の短径方向に長い形状であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
請求項２または３において、
前記偏向手段は、ガルバノミラーであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか一において、
前記第１のレーザビームは、ＹＶＯ４レーザであることを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか一において、
前記第２のレーザビームは、ＹＡＧレーザであることを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【請求項７】
請求項１において、
前記第３のレーザビームは、ＹＡＧレーザであることを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレーザ光の照射方法およびそれを行うためのレーザ照射装置（レーザと該レー
ザから出力されるレーザ光を被照射体まで導くための光学系を含む装置）、並びにそれら
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を用いた半導体装置の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ガラス等の絶縁基板上に形成された非晶質半導体膜を結晶化させ、結晶構造を有
する半導体膜（以下、結晶性半導体膜という）を形成する技術が広く研究されている。結
晶化法としては、ファーネスアニール炉を用いた熱アニール法や、瞬間熱アニール法（Ｒ
ＴＡ法）、又はレーザアニール法等が検討されている。結晶化に際してはこれらの方法の
内、いずれか一つまたは複数を組み合わせて行うことが可能である。
【０００３】
　結晶性半導体膜は、非晶質半導体膜と比較し、非常に高い移動度を有する。このため、
この結晶性半導体膜を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成し、例えば、１枚のガラ
ス基板上に、画素部用、または、画素部用と駆動回路用のＴＦＴを形成したアクティブマ
トリクス型の液晶表示装置等に利用されている。
【０００４】
　通常、ファーネスアニール炉で非晶質半導体膜を結晶化させるには、６００℃以上で１
０時間以上の熱処理を必要としていた。この結晶化に適用できる基板材料は石英であるが
、石英基板は高価で、特に大面積に加工するのは非常に困難であった。生産効率を上げる
手段の１つとして基板を大面積化することが挙げられるが、安価で大面積基板に加工が容
易なガラス基板上に半導体膜を形成する研究がなされる理由はこの点にある。近年におい
ては一辺が１mを越えるサイズのガラス基板の使用も考慮されるようになっている。
【０００５】
　前記研究の一例として、金属元素を用いる熱結晶化法が開発されている。これは、従来
問題とされていた結晶化温度を低温化することを可能としている。その方法は、非晶質半
導体膜にニッケルまたは、パラジウム、または鉛等の元素を微量に添加し、その後５５０
℃にて４時間の熱処理で結晶性半導体膜の形成を可能にしている。５５０℃であれば、ガ
ラス基板の歪み点温度以下であるため、変形等の心配のない温度である（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００６】
　一方、レーザアニール法は、基板の温度をあまり上昇させずに、半導体膜にのみ高いエ
ネルギーを与えることが出来るため、歪み点温度の低いガラス基板には勿論、プラスチッ
ク基板等にも用いることが出来る点で注目されている技術である。
【０００７】
　レーザアニール法の一例は、エキシマレーザに代表されるパルスレーザ光を、照射面に
おいて、数cm角の四角いスポットや、長さ１００mm以上の線状となるように光学系にて成
形し、レーザ光の照射位置を被照射体に対し相対的に移動させて、アニールを行う方法で
ある。なお、ここでいう「線状」は、厳密な意味で「線」を意味しているのではなく、ア
スペクト比の大きい長方形（もしくは長楕円形）を意味する。例えば、アスペクト比が２
以上（好ましくは１０～１００００）のもの指すが、照射面における形状が矩形状である
レーザ光（矩形状ビーム）
に含まれることに変わりはない。なお、線状とするのは被照射体に対して十分なアニール
を行うためのエネルギー密度を確保するためであり、矩形状や面状であっても被照射体に
対して十分なアニールを行えるのであれば構わない。
【０００８】
　このようにして作製される結晶性半導体膜は、複数の結晶粒が集合して形成されており
、その結晶粒の位置と大きさはランダムなものである。ガラス基板上に作製されるＴＦＴ
は素子分離のために、前記結晶性半導体を島状のパターニングに分離して形成している。
その場合において、結晶粒の位置や大きさを指定して形成する事はできなかった。結晶粒
内と比較して、結晶粒の界面（結晶粒界）は非晶質構造や結晶欠陥等に起因する再結合中
心や捕獲中心が無数に存在している。この捕獲中心にキャリアがトラップされると、結晶
粒界のポテンシャルが上昇し、キャリアに対して障壁となるため、キャリアの電流輸送特
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性を低下することが知られている。チャネル形成領域の半導体膜の結晶性は、ＴＦＴの特
性に重大な影響を及ぼすが、結晶粒界の影響を排除して単結晶の半導体膜で前記チャネル
形成領域を形成することはほとんど不可能であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平７-１８３５４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　最近、連続発振波（CW）レーザを一方向に走査させながら半導体膜に照射することで、
走査方向に繋がって結晶成長し、その方向に長く延びた単結晶の粒を形成する技術が注目
されている。この方法を用いれば、少なくともTFTのチャネル方向には結晶粒界のほとん
どないものが形成できると考えられている。
【００１１】
　しかしながら、本方法においては、半導体膜に十分に吸収される波長域のCWレーザを使
う都合上、例えばYAGレーザを使用する場合、高調波に変換しなければならなかった。そ
のため、出力が１０W程度と非常に小さいレーザしか適用できず、生産性の面でエキシマ
レーザを使う技術と比較し劣っている。なお、本方法に適当なCWレーザは、出力が高く、
波長が可視光線以下で、出力の安定性の著しく高いものであり、例えば、YVO4レーザの第
２高調波や、YAGレーザの第２高調波、YLFレーザの第２高調波、ガラスレーザの第２高調
波、YAlO3レーザの第２高調波、Arレーザ等が当てはまる。他の高調波でも問題なくアニ
ールには使用できるが、出力が小さくなる欠点がある。しかしながら、先に列挙した諸レ
ーザによるアニールは、照射のムラが生じやすい。また、出力が非常に小さいため、スル
ープットの点で問題がある。
【００１２】
　本発明は、このような問題点を鑑みなされたものであり、照射ムラを解消して、均一な
レーザ処理が可能で、スループット（処理能力）の高いレーザー照射方法及びレーザ処理
装置、並びにそれに関連する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　CWレーザによる半導体膜の結晶化工程においては、少しでも生産性を上げるためにレー
ザビームを照射面において長い楕円状に加工し、楕円状のレーザビーム（以下楕円ビーム
と称する。）の短径方向に走査させ、半導体膜を結晶化させることができる。加工後のレ
ーザビームの形状が楕円状になるのは、元のレーザビームの形状が円形もしくはそれに近
い形状であるからである。あるいは、レーザビームの元の形状が長方形状であればそれを
シリンドリカルレンズ等で１方向に拡大して長い長方形状に加工し同様に用いても良い。
本明細書中では、楕円ビームと長方形状のビームを総称して、長いビームと呼ぶ。また複
数のレーザビームをそれぞれ長いビームに加工し、それらをつなげてさらに長いビームを
作っても良い。本発明は、このような工程において照射ムラの少ない長いビームの照射方
法および照射装置を提供する。
【００１４】
　本発明のレーザ照射装置の構成は、可視光線以下の波長を出力するレーザ発振器１と、
前記レーザ発振器１から射出されるレーザビーム１を照射面もしくはその近傍にて長いビ
ームに加工する手段と、基本波を出力するレーザ発振器２と、前記照射面において、前記
レーザビーム１が照射される範囲に前記レーザ発振器２から射出されるレーザビーム２を
照射する手段と、前記レーザビーム１及び前記レーザビーム２に対して前記照射面を相対
的に第１方向に移動させる手段と、前記レーザビーム１及び前記レーザビーム２に対して
前記照射面を相対的に第２方向に移動させる手段と、を有するレーザ照射装置であること
を特徴としている。
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【００１５】
　また、前記第１方向と前記第２方向は互いに直交することを特徴とする。
【００１６】
　上記発明の構成において、前記レーザ発振器１及び前記レーザ発振器２は、連続発振の
気体レーザ、固体レーザまたは金属レーザであることを特徴としている。前記気体レーザ
として、Arレーザ、Krレーザ、XeFエキシマレーザ、CO2レーザ等があり、前記固体レーザ
として、YAGレーザ、YVO4レーザ、YLFレーザ、YAlO3レーザ、ガラスレーザ、ルビーレー
ザ、アレキサンドライドレーザ、Ti：サファイヤレーザ等があり、前記金属レーザとして
はヘリウムカドミウムレーザ、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザが挙げられる。
【００１７】
　また、上記発明の構成において、前記レーザビーム１は非線形光学素子により高調波に
変換されていることを特徴とする。前記非線形光学素子に使われる結晶は、例えばＬＢＯ
やＢＢＯやＫＤＰ、ＫＴＰやＫＢ５、ＣＬＢＯと呼ばれるものを使うと変換効率の点で優
れている。これらの非線形光学素子をレーザの共振器の中に入れることで、変換効率を大
幅に上げることができる。
【００１８】
　また、上記発明の構成において、前記レーザビーム１はTEM00で発振されると、得られ
る長いビームのエネルギー均一性を上げることができるので好ましい。
【００１９】
　レーザビームに対して透光性を持つ基板上に成膜された半導体膜をアニールする場合、
均一なレーザビームの照射を実現するためには、照射面に垂直な平面であって、かつビー
ムの形状を長方形と見立てたときの短辺を含む面または長辺を含む面のいずれか一方を入
射面と定義すると、前記レーザ光の入射角度φは、入射面に含まれる前記短辺または前記
長辺の長さがＷ、前記照射面に設置され、かつ、前記レーザ光に対して透光性を有する基
板の厚さがｄであるとき、φ≧arctan（W/2d）を満たすのが望ましい。複数のレーザビー
ムを使用する場合、この議論は個々のレーザビームについて成り立つ必要がある。なお、
レーザビームの軌跡が、前記入射面上にないときは、該軌跡を該入射面に射影したものの
入射角度をφとする。この入射角度φでレーザビームが入射されれば、基板の表面での反
射光と、前記基板の裏面からの反射光とが干渉せず、一様なレーザビームの照射を行うこ
とができる。以上の議論は、基板の屈折率を１として考えた。実際は、基板の屈折率が１
．５前後のものが多く、この数値を考慮に入れると上記議論で算出した角度よりも大きな
計算値が得られる。しかしながら、ビームスポットの長手方向の両端のエネルギーは減衰
があるため、この部分での干渉の影響は少なく、上記の算出値で十分に干渉減衰の効果が
得られる。
【００２０】
　また、前記基板として、ガラス基板、石英基板やシリコン基板、プラスチック基板、金
属基板、ステンレス基板、可撓性基板等を用いることができる。前記ガラス基板として、
バリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラス等のガラスからなる基板が
挙げられる。また、可撓性基板とは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエー
テルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリスルホン（ＰＳＦ）、
ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリブチレンテレフタレー
ト（ＰＢＴ）、ポリイミド、アクリル等からなるフィルム状の基板のことであり、可撓性
基板を用いて半導体装置を作製すれば、軽量化が見込まれる。可撓性基板の表面、または
表面および裏面にアルミ膜（ＡｌＯＮ、ＡｌＮ、ＡｌＯ等）、炭素膜（ＤＬＣ（ダイヤモ
ンドライクカーボン）等）、ＳｉＮ等のバリア層を単層または多層にして形成すれば、耐
久性等が向上するので望ましい。上記のφに対する不等式は、基板がレーザビームに対し
て透光性のあるもの以外には適用されない。なぜならば、この場合、基板の厚さｄが全く
意味のない数値となるからである。
【００２１】
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　また、本発明で開示するレーザ照射方法に関する構成は、可視光線以下の波長であるレ
ーザビーム１を照射面もしくはその近傍にて長いビームに加工し、前記照射面において、
前記レーザビーム１が照射される範囲に、基本波であるレーザビーム２をレーザビーム１
と同時に照射し、前記長いビームに対して前記照射面を相対的に第１方向に移動しながら
照射するレーザ照射方法である。
【００２２】
　上記発明の構成において、前記レーザビーム１または前記レーザビーム２は、連続発振
の気体レーザ、固体レーザまたは金属レーザから射出されたものであることを特徴として
いる。前記気体レーザとして、Arレーザ、Krレーザ、XeFエキシマレーザ、CO2レーザ等が
あり、前記固体レーザとして、YAGレーザ、YVO4レーザ、YLFレーザ、YAlO3レーザ、ガラ
スレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti：サファイヤレーザ等があり、
前記金属レーザとしてはヘリウムカドミウムレーザ、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザが挙げ
られる。
【００２３】
　また、上記発明の構成において、前記レーザビーム１は非線形光学素子により高調波に
変換されていることを特徴とする。前記非線形光学素子に使われる結晶は、例えばＬＢＯ
やＢＢＯやＫＤＰ、ＫＴＰやＫＢ５、ＣＬＢＯと呼ばれるものを使うと変換効率の点で優
れている。これらの非線形光学素子をレーザの共振器の中に入れることで、変換効率を大
幅に上げることができる。
【００２４】
　また、上記発明の構成において、前記レーザビームはTEM00で発振されると、得られる
長いビームのエネルギー均一性を上げることができるので好ましい。
【００２５】
　レーザビームに対して透光性を持つ基板上に成膜された半導体膜をアニールする場合、
均一なレーザビームの照射を実現するためには、照射面に垂直な平面であって、かつビー
ムの形状を長方形と見立てたときの短辺を含む面または長辺を含む面のいずれか一方を入
射面と定義すると、前記レーザ光の入射角度φは、入射面に含まれる前記短辺または前記
長辺の長さがＷ、前記照射面に設置され、かつ、前記レーザ光に対して透光性を有する基
板の厚さがｄであるとき、φ≧arctan（W/2d）を満たすのが望ましい。複数のレーザビー
ムを使用する場合、この議論は個々のレーザビームについて成り立つ必要がある。なお、
レーザビームの軌跡が、前記入射面上にないときは、該軌跡を該入射面に射影したものの
入射角度をφとする。この入射角度φでレーザビームが入射されれば、基板の表面での反
射光と、前記基板の裏面からの反射光とが干渉せず、一様なレーザビームの照射を行うこ
とができる。以上の議論は、基板の屈折率を１として考えた。実際は、基板の屈折率が１
．５前後のものが多く、この数値を考慮に入れると上記議論で算出した角度よりも大きな
計算値が得られる。しかしながら、ビームスポットの長手方向の両端のエネルギーは減衰
があるため、この部分での干渉の影響は少なく、上記の算出値で十分に干渉減衰の効果が
得られる。
【００２６】
　また、前記基板として、ガラス基板、石英基板やシリコン基板、プラスチック基板、金
属基板、ステンレス基板、可撓性基板等を用いることができる。上記のφに対する不等式
は、基板がレーザビームに対して透光性のあるもの以外には適用されない。なぜならば、
この場合、基板の厚さｄが全く意味のない数値となるからである。
【００２７】
　また、本発明が開示する半導体装置の作製方法に関する構成は以下の通りである。
【００２８】
　可視光線以下の波長であるレーザビーム１を半導体の表面もしくはその近傍にて長いビ
ームに加工し、前記半導体の表面において、前記レーザビーム１が照射される範囲に、基
本波であるレーザビーム２をレーザビーム１と同時に照射し、前記長いビームに対して前
記半導体の表面を相対的に第１方向に移動しながら照射して、前記半導体の結晶化を行う
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工程を含むものである。
【００２９】
　可視光線以下の波長であるレーザビーム１を半導体の表面もしくはその近傍にて長いビ
ームに加工し、前記半導体の表面において、前記レーザビーム１が照射される範囲に、基
本波であるレーザビーム２をレーザビーム１と同時に照射し、前記長いビームに対して前
記半導体の表面を相対的に第１方向に移動しながら照射して、前記半導体に形成された不
純物領域の活性化を行う工程を含むものである。
【００３０】
　ガラス基板上に導電層を形成し、前記ガラス基板と前記導電層との間に、前記導電層の
内側に位置する半導体層と、前記半導体層の上面及び側面を被覆する絶縁層とを形成し、
可視光線以下の波長であるレーザビーム１を照射面もしくはその近傍にて長いビームに加
工し、該照射面において前記レーザビーム１が照射される範囲に、基本波であるレーザビ
ーム２をレーザビーム１と同時に照射し、前記長いビームに対して前記照射面を相対的に
第１方向に移動しながら照射して、前記導電層が形成された領域を選択的に加熱して、前
記半導体層及び前記絶縁層の熱処理を行う工程を含むものである。
【００３１】
　上記発明の構成において、前記レーザビーム１または前記レーザビーム２は、連続発振
の気体レーザ、固体レーザまたは金属レーザから射出されるものである。前記レーザビー
ム１または前記レーザビーム２は、Arレーザ、Krレーザ、XeFエキシマレーザ、CO2レーザ
、YAGレーザ、YVO4レーザ、YLFレーザ、YAlO3レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、ア
レキサンドライドレーザ、Ti：サファイヤレーザ、ヘリウムカドミウムレーザ、銅蒸気レ
ーザまたは金蒸気レーザから射出されるものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の構成を採用することにより、以下に示すような基本的有意性を得ることが出来
る。
（ａ）波長が１μm程度の基本波は通常の半導体薄膜にはあまり吸収されず効率が悪いが
、高調波を同時に用いると、高調波により溶かされた半導体薄膜に基本波がよく吸収され
て、より半導体膜のアニール効率が良くなる。
（ｂ）波長が１μm程度の基本波を、高調波と同時に半導体膜に照射すると、該半導体膜
の急激な温度変化を抑えることや、出力の小さい高調波のエネルギーの補助等に有効であ
る。基本波は、高調波とは異なり波長変換のための非線形光学素子を用いる必要がなく、
非常に大出力なレーザビーム、例えば高調波の１００倍以上のエネルギーをもつもの、を
得ることが可能である。非線形光学素子の対レーザの耐力が非常に弱いために、このよう
なエネルギー差が生じる。また、高調波を発生させる非線形光学素子は変質しやすく、固
体レーザの利点であるメンテフリーの状態を長く保てないなどの欠点がある。よって、本
発明により基本波で高調波を補助することは、非常に意義のあることと言える。
（ｃ）被照射体に対して均一にアニールすることを可能とする。特に半導体膜の結晶化や
結晶性の向上、不純物元素の活性化を行うのに適している。
（ｄ）スループットを向上させることを可能とする。
（e）以上の利点を満たした上で、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される
半導体装置において、半導体装置の動作特性および信頼性の向上を実現することができる
。さらに、半導体装置の製造コストの低減を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】発明の実施の形態１を説明する図。
【図２】発明の実施の形態２を説明する図。
【図３】発明の実施の形態２を説明する図。
【図４】発明の実施の形態３を説明する図。
【図５】発明の実施の形態４を説明する図。
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【図６】レーザアニールの様子を示す図。
【図７】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図８】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図９】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１０】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１１】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１２】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１３】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１４】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１５】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１６】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１７】本発明に係る半導体装置の作製方法を説明する図である。
【図１８】本発明によるマイクロコンピュータの構成を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
[実施の形態１]
　本発明の実施形態について図１を用いて説明する。本実施形態では、長いビーム１０５
及び長いビーム１０６を形成し半導体膜表面１０４に照射する例を示す。
【００３５】
　まず、LD励起式の１０Wのレーザ発振器１０１（Nd:YVO4レーザ、CW、第２高調波（５３
２nm））を用意する。前記レーザ発振器は、TEM00の発振モードで、共振器にＬＢＯ結晶
が内蔵されており、第２高調波に変換されている。特に第２高調波に限定する必要はない
がエネルギー効率の点で、第２高調波の方が、さらに高次の高調波と比較して優れている
。ビーム径は２．２５mmである。広がり角は０．３mrad程度である。４５°反射ミラーに
て、鉛直方向から角度φずれた方向にレーザビームの進行方向を変換する。次に、焦点距
離２０mm、平面の部分が水平面と一致する平凸レンズ１０３にレーザビームを角度φで入
射させる。前記角度φは適宜変更してよいが、本実施の形態では２０°とする。照射面に
は半導体膜１０４を設置し、水平面と平行とする。半導体膜１０４はガラス基板の表面に
成膜する。半導体膜１０４と平凸レンズ１０３との距離は、２０mm程度とし、できるだけ
入射面に平行な方向に伸びた長いビーム１０５が半導体膜１０４上に形成されるよう、距
離を微調整する。微調整の精度は５０μm程度とする。これにより、長径５００μm、短径
２０μm程度の楕円形状に近い長いビーム１０５が形成される。
【００３６】
　半導体膜１０４が成膜された基板は、厚さｄのガラス基板であり、レーザ照射の際に基
板が落ちないように、吸着ステージ１０７に固定されている。吸着ステージ１０７は、Ｘ
軸用の一軸ロボット１０８とＹ軸用の一軸ロボット１０９により、半導体膜表面１０４に
平行な面上をXY方向に動作できる。前述の干渉が出ない条件式は、φ≧arctan(W/2ｄ)で
あるから、例えば基板に厚さ0.７mmのものを使うとφ≧１９.７°となる。
【００３７】
　次に、出力３０Wのレーザ発振器１１０（Nd:YAGレーザ、CW、基本波（１.0６４μm）、
TEM00）を用意する。広がり角は３mrad程度で、これを平凸レンズ１１１に角度θで入射
させる。角度θは４０°程度とする。平凸レンズの焦点距離は１５mmとし、照射面に１mm
×０.２mmの楕円形状に近い長いビーム１０６を形成する。長いビーム１０６は長いビー
ム１０５を覆うように配置する。
【００３８】
　波長が１μm程度の基本波は通常の半導体薄膜にはあまり吸収されず効率が悪いが、第
２高調波を同時に用いると、第２高調波により溶かされた半導体薄膜に基本波がよく吸収
されて、より半導体膜のアニール効率が良くなる。すなわち、半導体膜の液化による吸収
係数の上昇を利用することで、基本波を本工程に採用できるようにする。その効果は、半
導体膜１０４の急激な温度変化を抑えることや、出力の小さい第２高調波のレーザビーム
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のエネルギーの補助等である。基本波は、高調波とは異なり波長変換のための非線形光学
素子を用いる必要がなく、非常に大出力なレーザビーム、例えば高調波の１００倍以上の
エネルギーをもつものを得ることが可能である。非線形光学素子の対レーザの耐力が非常
に弱いために、このようなエネルギー差が生じる。また、高調波を発生させる非線形光学
素子は変質しやすく、固体レーザの利点であるメンテフリーの状態を長く保てない等の欠
点がある。よって、本発明により基本波で高調波を補助することは、非常に意義のあるこ
とと言える。
【００３９】
　次に、半導体膜の作製方法の例を示す。前記半導体膜は、可視光線に対して透明なガラ
ス基板上に形成する。具体的には、厚さ０.７mmのガラス基板の片面に厚さ２００nmの酸
化窒化シリコンを成膜しその上に厚さ７０nmのアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）膜をプ
ラズマＣＶＤ法にて成膜する。さらに半導体膜のレーザに対する耐性を高めるために、５
００℃１時間の熱アニールを該半導体膜に対して行う。前記熱アニールの他に、従来技術
の項目で述べた金属元素による半導体膜の結晶化を行ってもよい。どちらの膜を使っても
、最適なレーザビームの照射条件はほぼ同様である。
【００４０】
　次いで、前記半導体膜１０４に対するレーザの照射の例を示す。レーザ発振器１０１の
出力は最大１０W程度であるが、長いビーム１０５のサイズが比較的小さいためエネルギ
ー密度が十分あり、５.５W程度に出力を落として照射を行う。
また、レーザ発振器１１０の出力は１５Wとし、長いビーム１０５を覆うように長いビー
ム１０６を形成する。長いビーム１０６の短径は、長いビーム１０５の短径と比較し、長
さが１０倍異なる。Ｙ軸ロボット１０９を使って長いビーム１０５の短径方向に半導体膜
１０４が成膜された基板を走査させることにより、長いビーム１０５の長径方向、幅１５
０μmの領域に、走査方向に長く延びた単結晶の粒が敷き詰められた状態で形成できるが
、前記走査のとき、先に基本波が半導体膜１０４に照射され、その後、第２高調波が照射
され、最後に基本波が再び照射される。これにより、半導体膜１０４の急激な温度変化を
抑えることが可能となる。以下前記領域を長結晶粒領域と称する。このとき、高調波のレ
ーザビームの入射角度は２０°以上とする。これにより干渉が抑制されるので、より均一
なレーザの照射が可能となる。長いビームの長径は５００μm程度であるが、TEM00モード
のレーザビームであるため、エネルギー分布がガウシアンであり、ガウシアンの中央付近
のみに前記長結晶粒領域ができる。走査速度は数十cm/s～数百cm/s程度が適当であり、こ
こでは５０cm/sとする。
【００４１】
　図６に半導体膜全面を長結晶粒領域とする照射方法を示す。識別を容易にするため図中
の符号は図１と同じものを使った。半導体膜が成膜された基板を吸着ステージ１０７に固
定し、レーザ発振器１０１及びレーザ発振器１１０を発振させる。出力は５.５W及び１５
Wとし、まずＹ軸ロボット１０９により走査速度５０cm/sにて、半導体膜表面を１筋走査
する。前記１筋は図６中において、A1の部分に相当する。図６中、Ｙ軸ロボットにて、往
路Am（mは正の整数）の部分をレーザ照射した後、Ｘ軸ロボット１０８により、長結晶粒
領域の幅分だけ長いビームをその長径方向にスライドさせ、復路Bmの部分をレーザ照射す
る。このような一連の動作を繰り返すことにより、半導体膜全面を長結晶粒領域とするこ
とができる。なお、長結晶粒領域の半導体膜の特性は非常に高く特にＴＦＴ等の半導体素
子を作製した場合には極めて高い電気移動度を示すことが期待できるが、そのような高い
特性が必要でない半導体膜の部分には長結晶粒領域を形成する必要がない。よって、その
ような部分にはレーザビームを照射しない、もしくは長結晶粒領域を形成しないようにレ
ーザ照射を行ってもよい。長結晶粒領域を形成しないで効率よく半導体膜をアニールする
には、例えば、走査の速度を増加させればよい。例えば、２m/s程度の速度で走査させれ
ば、ａ－Ｓｉ膜を結晶化することができるが、このとき長結晶粒領域は形成されず、所謂
一般に言われるポリシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）膜が形成される。
【００４２】
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[実施の形態２]　
　本実施形態では、基本波を使うことで、実施の形態１で示した第２高調波を成形して得
られる長いビームのエネルギー分布をより均一化する例を図２に沿って示す。
【００４３】
　まず、LD励起式の１０Wのレーザ発振器２０１（Nd:YVO4レーザ、CW、第２高調波（５３
２nm））を用意する。前記レーザ発振器は、TEM00の発振モードで、共振器にＬＢＯ結晶
が内蔵されており、第２高調波に変換されている。ビーム径は２．２５mmである。広がり
角は０．３mrad程度である。４５°反射ミラーにて、鉛直方向から角度φずれた方向にレ
ーザビームの進行方向を変換する。次に、焦点距離２０mm、平面の部分が水平面と一致す
る平凸レンズ２０３にレーザビームを角度φで入射させる。前記角度φは適宜変更してよ
いが、本実施例では２０°とした。照射面には半導体膜２０４を設置し、水平面と平行と
する。半導体膜２０４はガラス基板の表面に成膜する。半導体膜２０４と平凸レンズ２０
３との距離は、２０mm程度とし、できるだけ入射面に平行な方向に伸びた長いビーム２０
５が半導体膜２０４上に形成されるよう、距離を微調整する。微調整の精度は５０μm程
度とする。これにより、長径５００μm、短径２０μm程度の楕円形状に近い長いビーム２
０５が形成される。
【００４４】
　半導体膜２０４が成膜された基板は、厚さｄのガラス基板であり、レーザ照射の際に基
板が落ちないように、吸着ステージ２０７に固定されている。吸着ステージ２０７は、Ｘ
軸用の一軸ロボット２０８とＹ軸用の一軸ロボット２０９により、半導体膜表面２０４に
平行な面上をＸＹ方向に動作できる。前述の干渉が出ない条件式は、φ≧arctan(W/2ｄ)
であるから、例えば基板に厚さ0.７mmのものを使うと、φ≧１９.７°となる。
【００４５】
　次に、出力３０Wのレーザ発振器２１０及び２１４（Nd:YAGレーザ、CW、基本波（１．
０６４μm）、TEM00）を用意する。広がり角は３mrad程度で、これを平凸レンズ２１１及
び２１３に角度θで入射させる。角度θは４０°程度とする。
平凸レンズの焦点距離はそれぞれ１５mmとし、照射面に１mm×０.２mmの楕円形状に近い
長いビーム２０６及び２１２を形成する。長いビーム２０６と長いビーム２１２の両方で
長いビーム２０５を覆うように配置する。
【００４６】
　前記配置は、例えば図２ｂ）に記載したようにし、第２高調波により出来る長いビーム
２０５の長径の方向の両側に、基本波による長いビーム２０６、２１２を配置し、それぞ
れの長いビームの長径を同一直線上に乗せるようにする。このようにすると、第２高調波
により出来る長いビーム２０５のビームの両端におけるエネルギーの減衰部分に直接、基
本波が作用し、エネルギーの減衰分のエネルギーを補助するので好ましい。通常レーザビ
ームは、スポットの中央のエネルギーが最も強く、その周辺部にいくに従いエネルギーが
減衰する、ガウシアン状のエネルギー分布を持つ。よって、第２高調波により形成された
長いビーム２０５も、その両端のエネルギーはその中央のエネルギーと比較して弱く、レ
ーザアニールの均一性に影響する。それを、半導体膜に対してより透光性の高い基本波を
、第２高調波により形成された長いビーム２０５によって溶かされた領域に向かって照射
することで、前記溶かされた領域における前記基本波の照射された部分を選択的に加熱す
ることが可能となる。
【００４７】
　図２ｂ）の構成を、図３ａ）、ｂ）を使ってより詳細に説明する。図２ｂ）の側面図に
おいて、第２高調波による長いビーム２０５のみでレーザアニールを行う場合、図３ａ）
に図示したような温度分布で半導体膜が加熱される。通常溶融部分は固体部分よりも熱伝
導がよいため、長いビーム中央部分においてはエネルギー分布は一様となるが、やはり長
いビーム２０５の両端部分はエネルギーの減衰が激しく温度低下が起こっている。基本波
は半導体膜を高い透過率で透過するので、この領域に直接、基本波を照射することが可能
であることから、これにより半導体膜における温度分布の一様な部分をより増加させるこ
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とができる。すなわち、図２ｂ）の側面図のように長いビーム２０５の両端から長いビー
ム２０６、２１２を照射することで、半導体膜の温度分布は、図３ｂ）のように変化させ
ることが出来る。すなわち、半導体膜の温度分布の一様な部分を増やし、アニールの温度
ムラを抑えることが可能となる。
【００４８】
　次いで、半導体膜２０４に対するレーザの照射の例を示す。半導体膜２０４は例えば、
実施の形態１に記載の方法で作製する。レーザ発振器２０１の出力は最大１０W程度であ
るが、長いビーム２０５のサイズが比較的小さいためエネルギー密度が十分あり、５.５W
程度に出力を落として照射を行う。また、レーザ発振器２１０、２１４の出力は１５Wと
し、長いビーム２０５を両端から覆うように長いビーム２０６、２１２を配置する。本実
施形態においては、長いビーム２０６及び２１２の短径は、長いビーム２０５の短径と比
較し、長さが１０倍異なるが、図２では図を見やすくするため同程度の大きさに記載した
。同程度の大きさとしても本発明の主旨は変わらないので、実施者が使用する膜等の条件
に合わせたレーザビームの大きさを適宜選べばよい。
【００４９】
　Ｙ軸ロボット２０９を使って長いビーム２０５の短径方向に半導体膜２０４が成膜され
た基板を走査させることにより、長いビーム２０５の長径方向、幅２００μmの領域に、
走査方向に長く延びた単結晶の粒が敷き詰められた状態で形成できるが、前記走査のとき
、先に基本波が半導体膜２０４に照射され、その後、第２高調波が照射され、最後に基本
波が再び照射される。これにより、半導体膜２０４の急激な温度変化を抑えることが可能
となる。このとき、高調波のレーザビームの入射角度は２０°以上とする。これにより干
渉が抑制されるので、より均一なレーザの照射が可能となる。基本波の長いビーム２０６
、２１２の補助がないと、形成される長結晶粒領域の幅は、１５０μmくらいであるが、
前記補助のため、前記長結晶粒領域の幅は、２００μm程度と広がる。温度分布の一様な
領域は広がるがやはり前記長結晶粒領域の幅方向における両端部分においては、温度の低
い部分でのアニールが施されており、この部分に作製される半導体素子の特性低下が懸念
される。よって、この部分には半導体素子を作製しないか、あるいは、長いビームをその
長径方向にオーバーラップさせて走査させることで、半導体素子の特性が低下するような
領域を消失させることを行ってもよい。例えば、前記長結晶粒領域の幅２００μmのうち
、特性の低下が懸念される領域が、その両端の５０μmずつあると仮定すると、有効に使
用できる前記長結晶粒領域の幅は１００μmとなる。よって、Ｙ軸ロボット２０９により
１方向の走査で、半導体膜２０４を結晶化した後、Ｘ軸ロボットを１００μm動かして、
再びY軸ロボット２０９の走査により長結晶粒領域を形成することを繰り返せば、前記特
性の低下が懸念される領域は完全に特性のよい領域で塗りつぶすことが可能である。半導
体膜２０４を全面に渡り結晶化させる、または、一部を結晶化させるためには、例えば、
実施の形態１に記載の、図６に沿った説明に従えばよい。
【００５０】
[実施の形態３]
　本実施形態では、第２高調波を成形して得られる長いビームを幾つか組み合わせ、より
長いビームを形成し、さらに、基本波によりエネルギーの補助を施す例を図４に沿って示
す。
【００５１】
　まず、図示しないLD励起式の１０Wのレーザ発振器（Nd:YVO4レーザ、CW、第２高調波（
５３２nm））を４台用意する。前記レーザ発振器は、TEM00の発振モードで、共振器にＬ
ＢＯ結晶が内蔵されており、第２高調波に変換されている。ビーム径は２．２５mmである
。広がり角は０．３mrad程度である。反射ミラーを幾つか使用することで、鉛直方向から
角度βずれた方向にレーザビームの進行方向をそれぞれ変換し、照射面にてほぼ１つに合
成されるように４方向から入射させる。前記４方向は、それぞれ光軸A、光軸B、光軸C、
光軸Dと一致させる。光軸Aと光軸B、及び、光軸Cと光軸Dは、照射面に対し垂直な平面Aに
対し面対称に位置させ、光軸Aと光軸Bとのなす角度、及び、光軸Cと光軸Dの成す角度、を
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それぞれ１０°とする。また、平面Aと照射面に垂直な平面Bに対して、光軸Aと光軸C、及
び、光軸Bと光軸をD面対称に位置させ、光軸Aと光軸Bを含む平面Cと、光軸Cと光軸Dを含
む平面Dとの成す角度を２５°とする。
【００５２】
　次に、焦点距離１５０mmの平凸シリンドリカルレンズ４０１a、４０１b、４０１c、及
び４０１dを、前記光軸A、光軸B、光軸C、及び光軸Dにそれぞれ０°入射させるよう配置
する。このとき前記平凸シリンドリカルレンズの集光方向は平面Cまたは平面Dに含まれる
方向とする。前記平凸シリンドリカルレンズ４０１と照射面との距離はそれぞれの光軸上
で測って１１０～１２０mmの間で調整する。
【００５３】
　さらに、焦点距離２０mmの平凸シリンドリカルレンズ４０２a及び４０２bの母線が、前
記平面C及び平面Dにそれぞれ含まれるように配置する。前記母線は、シリンドリカルレン
ズの曲面部における、シリンドリカルレンズの平面部から最も離れた場所に位置する母線
とする。また、前記平凸シリンドリカルレンズ４０２a及び４０２bの平面部と、前記平面
C及び平面Dとは、互いにそれぞれ直交するように配置する。前記平凸シリンドリカルレン
ズ４０２と照射面との距離はそれぞれの光軸上で測って約１８mmの辺りで調整する。
【００５４】
　以上の配置により、長径４００μm、短径２０μm程度のサイズの長いビームが４つ、照
射面において形成される。このままでは、前記照射面において、４つのビームは完全に１
つに合成されるので、より長いビームを形成することは出来ないが、各レンズの位置を微
調整することで、図４ｂ）に記載したような配置に変換することができる。すなわち、４
つ長いビーム４０５a、４０５b、４０５c及び４０５dの長径を一直線上に配置し、それら
を前記直線の方向に互いにずらし合わせることで、長いビームをより長いビームとするこ
とができる。これにより、幅１.５mmの長結晶粒領域が得られる。
【００５５】
　次に、出力５００WのCWのLD励起YAGレーザ（基本波）を用い、光学系４０４により１×
５mmの楕円ビーム４０５eを照射面に形成する。このとき前記４つの長いビームを覆うよ
うに前記楕円ビーム４０５eを形成する。用いる光学系４０４は例えば、図１で示した平
凸レンズ１１１のようにレーザビームを平凸レンズに斜め入射させて形成してもよい。あ
るいは、２枚のシリンドリカルレンズを直交させて用い、丸のビームを楕円に変換しても
よい。ここで重要なのは、決して基本波をレーザ発振器に戻してはならないということで
ある。半導体膜の表面は、多少なりとも反射があることから、レーザビームを照射面に対
して垂直に入射させることだけはやってはならない。
【００５６】
　以上のようにして形成した長いビームを用い、例えば実施形態１で示したＸ軸用の一軸
ロボット１０８とＹ軸用の一軸ロボット１０９等を用いて半導体膜を全面結晶化すればよ
い。半導体膜は例えば、実施形態１で示した方法にて作製すればよい。本実施形態を用い
る利点は、より長いビームが出来ているので処理時間が短く済み、また、ガウシアンライ
クのエネルギー分布を持つ長いビームを互いにオーバーラップさせて隣接させることでエ
ネルギー分布を長径方向に均一化できるため、比較的温度のムラが抑えられるので好まし
い。
【００５７】
[実施の形態４]
　本実施形態では、第２高調波を成形して得られる長いビームをガルバノミラー等の偏向
手段を用いて、さらに、基本波によりエネルギーの補助を施す例を図５に沿って示す。
【００５８】
　まず、LD励起式の１０Wのレーザ発振器５０１（Nd:YVO4レーザ、CW、第２高調波（５３
２nm））を用意する。前記レーザ発振器は、TEM00の発振モードで、共振器にＬＢＯ結晶
が内蔵されており、第２高調波に変換されている。ビーム径は２．２５mmである。広がり
角は０．３mrad程度である。このビームは丸型なので、これを長楕円形に変換する光学系
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５０２に入射させる。変換手段は、例えば、シリンドリカルレンズ２枚構成のビームエキ
スパンダーとし、１方向だけビームを伸ばし楕円形としてもよい。また、通常のビームエ
キスパンダーを前記ビームエキスパンダーに組み合わせて用い、広がり角を制御してもよ
い。次いで、ガルバノミラー５０３にて、楕円形状に変換されたレーザビームを偏向する
。偏向されたレーザビームはｆθレンズ５０４を介し、半導体膜５０６が形成する平面上
に到達する。ｆθレンズにより楕円形状に変換された前記レーザビームを前記平面上で集
光する。これにより、例えば短径２０μm、長径４００μmの長いビーム５０５が前期平面
上に形成される。
【００５９】
　ガルバノミラー５０３の角度を変化させることで、前記平面上において、前記長いビー
ム５０５が走査させる。ガルバノミラーの角度による長いビーム５０５の形状の変化はｆ
θレンズ５０４により抑えられる。レーザビームの半導体膜５０６に対する入射角度は２
０°とする。これにより半導体膜５０６上における、半導体膜５０６表面からのレーザビ
ームの反射光と半導体膜５０６が成膜された基板の裏面からのレーザビームの反射光との
干渉の発生を防ぐことができる。本実施形態では、ガルバノミラー５０３は１枚構成で用
い、１軸のみの走査とする。これでは、２次元平面の全面走査ができないので、前記基板
を１軸ステージ５０７に載せ、図５紙面の左右方向に動作させ、基板全面をアニールでき
るようにする。長いビーム５０５の走査の速度は、１００～２０００mm/sとし、好ましく
は５００mm/s程度とする。
【００６０】
　第２高調波により形成される長いビーム５０５に合わせて同時に半導体膜５０６に基本
波を照射するため、出力２０００WのLD励起のYAGレーザ５０８を用いる。長いビーム５０
５は比較的高速で動作するため、基本波により形成するビームを前記動作に合わせて動か
すためには精密な制御装置を必要とする。勿論そのような装置構成としても問題はないが
、本発明実施形態においては、予めガルバノミラー５０３による走査領域全体を基本波に
よる長いビーム５１１で覆うことで、前記長いビーム５１１を動作させる必要のない構成
とする。これにより同期が取れなかった場合の、レーザアニールの不均一の発生確率をほ
ぼ０とすることができる。このような大きなビームが形成できるのは、基本波が第２高調
波と比較して、１００倍以上の出力を持っているためである。
【００６１】
　例えば、半導体膜５０６のサイズが、１２５×１２５mmの正方形であるとすると、例え
ば、長さ１２５mm、幅０．５mmの長いビーム５１１をガルバノミラーの走査方向に形成し
、前記正方形の領域を完全に覆うようにすればよい。長いビーム５１１の形成手段として
、例えば、凹レンズ５０９によりビームを一様に拡大後、平凸シリンドリカルレンズ５１
０により一方向に集光して形成してもよい。
また、他の光学系にてそのようなビームを形成してもよい。エネルギー分布を均一するた
めに、ホモジナイザを用いてもよいが、そのときはYAGレーザの干渉性を考慮して、設計
しなくてはならない。例えば、レーザビームを分割して合成することでエネルギー分布を
平均化する方法がよくホモジナイザでは用いられるが、該方法を用いるときは、レーザの
コヒーレント長以上の光路差を分割されたレーザビームそれぞれに付ける等して干渉の発
生を抑制することが必要となる。
【００６２】
　半導体膜５０６の全面をレーザアニールするために、例えば、ガルバノミラー５０３を
半周期動作させた後、１軸ステージ５０７を長結晶粒領域の幅の分だけ移動させ、再びガ
ルバノミラー５０３を半周期動作させることを繰り返し行えばよい。本実施形態では、前
記長結晶粒領域の幅は１５０μm程度であり、その分だけ１軸ステージ５０７を順次送っ
ていけばよい。
【００６３】
[実施の形態５]
　本実施の形態では、半導体膜とゲート絶縁膜及び導電層を積層した構造を有する部位に
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、レーザアニールを加える加工段階を含む半導体装置の作製工程について説明する。
【００６４】
　まず、実施の形態１乃至４のいずれか一に基づいて、基板上に形成された半導体膜を所
望の形状にエッチング処理して島状に分割する。図７（Ａ）で示す半導体膜７０３はこう
して形成するものであり、ＴＦＴのチャネル領域やソース及びドレイン等を形成する主要
構成部となる。基板７０１は市販の無アルカリガラス基板等の使用が可能であり、半導体
膜との間には窒化シリコン、酸化シリコン、酸窒化シリコン等の下地絶縁膜７０２が５０
～２００nmの厚さで形成している。
また、この半導体膜７０３に対し、しきい値電圧をプラス側にシフトするにはｐ型を付与
する不純物元素を、マイナス側にシフトさせるにはｎ型を付与する不純物元素を添加する
。
【００６５】
　次いで、半導体膜７０３上にゲート絶縁膜を構成する複数層の絶縁膜を堆積する。好適
な一例は、酸化シリコン膜７０４、窒化シリコン膜７０５を高周波スパッタリング法で成
膜するものである。スパッタリングによる成膜前処理として、オゾン水含有水溶液による
酸化処理と、フッ酸含有水溶液による酸化膜除去処理を行い、半導体膜７０３の表面をエ
ッチングすると共に水素で表面ダングリングボンドを終端して不活性にしておく。その後
、高周波スパッタリング法によりシリコン（Ｂドープ、１～１０Ωcm）をターゲットとし
て酸化シリコン膜を１０～６０nmの厚さで形成する。代表的な成膜条件は、スパッタガス
にＯ2とＡｒを用いその混合比（流量比）を１対３とする。スパッタリング時の圧力０．
４Pa、放電電力４．１W/cm2（１３．５６MHz）、基板加熱温度２００℃とする。この条件
により半導体層と界面準位密度が低く緻密な酸化シリコン膜７０４を形成することができ
る。また、酸化シリコン膜の堆積に先立って、予備加熱室１０３で減圧下の加熱処理や酸
素プラズマ処理等の表面処理を行っても良い。酸素プラズマ処理により表面を酸化してお
くと界面準位密度を低減させることができる。次いで、高周波スパッタリング法にて窒化
シリコン膜７０５を１０～３０nmの厚さで形成する。代表的な成膜条件は、スパッタガス
にＮ2とＡｒを用いその混合比（流量比）を１対１とする。スパッタリング時の圧力０．
８Pa、放電電力４．１W/cm2（１３．５６MHz）基板加熱温度２００℃とする。
【００６６】
　この積層構造のゲート絶縁膜は、酸化シリコンの比誘電率３．８に対し窒化シリコンの
比誘電率は約７．５であることから実質的にはその薄膜化を図るのと同等の効果を得るこ
とができる。半導体層の表面の平滑性に関し、凹凸形状の最大値を１０nm以下好ましくは
５nm以下とし、ゲート絶縁膜において酸化シリコン膜と窒化シリコン膜の２層構造とする
ことで、当該ゲート絶縁膜の全厚さを３０～８０nmとしてもゲートリーク電流を低減させ
、２．５～１０V、代表的には３．０～５．５VでＴＦＴを駆動させることができる。
【００６７】
　酸化シリコン膜７０４と窒化シリコン膜７０５の積層体を形成した後、第１導電膜７０
６を形成する。第１導電膜７０６はモリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、チタン（
Ｔｉ）等の高融点金属、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン等の金属窒化物、
タングステンシリサイド（ＷＳｉ2）、モリブデンシリサイド（ＭｏＳｉ2）、チタンシリ
サイド（ＴｉＳｉ2）、タンタルシリサイド（ＴａＳｉ2）、クロムシリサイド（ＣｒＳｉ

2）、コバルトシリサイド（ＣｏＳｉ2）、白金シリサイド（ＰｔＳｉ2）等のシリサイド
、リンやボロンをドーピングした多結晶シリコン等この種の材料から選択する。第１導電
膜７０６の厚さは１０～１００nm、好ましくは２０～５０nmとする。
【００６８】
　図７（Ｂ）で示すように、基板表面に対して入射角が異なるレーザ光７０７と７０８を
第１導電膜７０６のある部分に照射して、照射領域にある第１導電膜を加熱する。レーザ
光の照射方法及びレーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で示すものを適用することが
できる。すなわち、レーザ光７０７をLD励起式の１０Wのレーザ発振器を光源とする第２
高調波（Nd:YVO4レーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７０８を出力３０Wのレーザ発振



(15) JP 2010-141345 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

器を光源とする基本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）とする。第１導電膜
７０６がレーザ光７０７、７０８のエネルギーを吸収して発熱し、伝導加熱によりその下
層側にある窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、及び半導体膜を加熱する。この局所的な処
理により、膜中に取り込まれた微小なシリコンクラスターを酸化若しくは窒化させ、また
、内部歪みを緩和して膜中欠陥密度、界面欠陥準位密度を低減させることができる。
【００６９】
　その後、図７（Ｃ）で示すように、第２導電膜７０９としてタンタル（Ｔａ）
、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、
銅（Ｃｕ）から選ばれた元素又は当該金属元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材
料を堆積する。第１導電膜７０６と第２導電膜７０９とを加工してゲート電極を形成する
が、その好ましい組み合わせは導電膜７０６を窒化タンタル（ＴａＮ）膜で形成し、第２
導電膜７０９をタングステン（Ｗ）とする組み合わせ、第１導電膜７０６を窒化タンタル
（ＴａＮ）膜で形成し、第２導電膜７０９をＴｉ膜とする組み合わせである。
【００７０】
　次に、図８（Ａ）で示すように、ゲート電極パターンを形成するレジストマスク７１０
を設けてドライエッチングにより第１エッチング処理を行う。エッチングには例えばＩＣ
Ｐ（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法が適用しても良い
。エッチング用ガスに限定はないが、タングステン（Ｗ）や窒化タンタル（ＴａＮ）のエ
ッチングにはＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用いる。第１エッチング処理では、基板側には所定
のバイアス電圧を印加して、第１形状のゲート電極パターン７１１、７１２の側面に１５
～５０度の傾斜角を持たせる。エッチング条件にもよるが、第１エッチング処理によりゲ
ート絶縁膜として形成された窒化シリコン膜７０５は、第１形状のゲート電極パターン７
１１、７１２の下部において残存し、酸化シリコン膜７０４が露出する状態となる。
【００７１】
　この後、第２エッチング条件に変え、エッチング用ガスにＳＦ6とＣｌ2とＯ2とを用い
、基板側に印加するバイアス電圧を所定の値として、タングステン（Ｗ）膜の異方性エッ
チングを行う。こうして第１導電層７１１と第２導電層７１３の２層構造から成るゲート
電極を形成する（図８（Ｂ））。
【００７２】
　ゲート電極は第１導電層７１１と第２導電層７１３との積層構造体であり、断面形状で
表すと第１導電層７１１が庇のように突出した構造（トップハット型）
を有している。その後、図８（Ｃ）で示すようにドーピング処理を行う。価電子制御用の
不純物イオンを電界で加速して注入するドーピング法では、イオンの加速電圧を適宜調節
することにより半導体層７０３に形成する不純物領域の濃度を異ならせることも可能であ
る。すなわち、第１導電層７１１の庇部を透過するように高加速電圧で一導電型の不純物
イオンを注入して、ゲート電極とオーバーラップする第１不純物領域７１５を形成し、そ
の後、図８（Ｄ）で示すように、第１導電層７１１の庇部を不純物イオンが透過しない低
加速電圧で一導電型のイオンを注入して第２不純物領域７１６を形成する。このようなド
ーピング方法により所謂ゲートオーバーラップＬＤＤ構造のＴＦＴを形成することができ
る。
【００７３】
　一導電型の不純物として、ｎ型不純物（ドナー）であればリン又はヒ素等の周期律１５
族元素であり、ｐ型不純物（アクセプタ）であればボロン等の周期律１３族元素である。
これらの不純物を適宜選択することによりｎチャネル型又はｐチャネル型のＴＦＴを作製
することができる。また、ｎチャネル型とｐチャネル型のＴＦＴを同一基板上に作り込む
ことも、ドーピング用のマスクパターンを追加するのみで実施することができる。
【００７４】
　ソース及びドレインを形成する第２不純物領域７１６、ＬＤＤを形成する第１不純物領
域７１５の活性化は基板表面に対して入射角が異なるレーザ光７１７と７１８を第１不純
物領域７１５と第２不純物領域７１６が形成された半導体層７０３に照射する。レーザ光
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の照射方法及びレーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で示すものを適用することがで
きる。すなわち、レーザ光７０７をLD励起式の１０Wのレーザ発振器を光源とする第２高
調波（Nd:YVO4レーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７０８を出力３０Wのレーザ発振器
を光源とする基本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）とすることができる。
この処理において、レーザ光が直接照射されない第１不純物領域７１５は、ゲート電極を
形成する第１導電層７１１をレーザ光が加熱して、そこからの伝導加熱により、非晶質化
した領域の再結晶化及び／又は注入欠陥を修復して不純物の活性化をすることができる。
【００７５】
　そして、図９（Ａ）に示すように第３絶縁層７１９に水素を含有する酸窒化シリコン膜
をＳｉＨ4、Ｎ2Ｏ、ＮＨ3、Ｈ2の混合ガスを用いてプラズマＣＶＤ法により基板加熱温度
３２５℃で形成する。膜厚は５０～２００nmの厚さとし、その後、窒素雰囲気中で４１０
℃の加熱処理により半導体層の水素化を行う。
【００７６】
　その後、第３絶縁層７１９にコンタクトホールを形成し、Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等を用
いて配線７２０を適宜形成する。配線構造の一例は、膜厚５０～２５０nmのＴｉ膜と、膜
厚３００～５００nmの合金膜（ＡｌとＴｉとの合金膜）との積層膜を用いる（図９（Ｂ）
）。
【００７７】
　こうして、ゲートオーバーラップＬＤＤ構造のＴＦＴを完成させることができる。シリ
コンをターゲットとして高周波スパッタリング法で作製する酸化シリコン膜と窒化シリコ
ン膜を積層させ、パターン形成した導電層を用いて局所的に加熱する熱処理を行った積層
体をＴＦＴのゲート絶縁膜に適用することにより、しきい値電圧やサブスレッショルド特
性の変動が少ないＴＦＴを得ることができる。
【００７８】
　本発明によれば、照射ムラを解消して均一なレーザ処理が可能で、スループット（処理
能力）の高いレーザ照射方法及びレーザ処理装置が提供されるが、本実施の形態で示すよ
うに、半導体膜の結晶化やゲート絶縁膜の熱処理、不純物領域の活性化等に適用すること
で、ガラス基板の収縮や歪み等を発生させることなくＴＦＴで様々な機能回路を集積化し
た半導体装置を提供することができる。特に、ガラス基板の収縮がないことから、ゲート
部まわりの寸法精度が確保され、チャネル長０．３～１．５μmのＴＦＴをガラス基板上
に形成することを可能とする。
【００７９】
　なお、本実施形態では、実施の形態１で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を
適用する場合を示したが、本発明に係る半導体装置の製造工程はこれに限定されず、実施
の形態２乃至４で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を適用することもできる。
【００８０】
[実施の形態６]
　実施の形態５と同様にして、図９（Ａ）で示す水素化の工程までを行う。その後、図１
０（Ａ）で示すように第３絶縁層７１９上に、第４絶縁層７２１を高周波スパッタリング
法でシリコンをターゲットとして形成される窒化シリコン膜で形成する。この窒化シリコ
ン膜はバリア性に優れ、酸素や空気中の水分をはじめナトリウム等のイオン性の不純物の
侵入を阻止するブロッキング作用を得ることができる。
【００８１】
　さらにアクリル又はポリイミド等を主成分とする感光性又は非感光性の有機樹脂材料で
第５絶縁層７２２を形成する。Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等の導電性材料で形成する配線７２
３は第３～第５絶縁層に形成したコンタクトホールに合わせて設ける。第５絶縁膜を有機
樹脂材料で形成することで配線間容量が低減し、又表面が平滑化されるため、この層上で
配線の高密度化を実現することができる。
【００８２】
[実施の形態７]
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　本実施形態では、実施の形態５と異なる工程でゲートオーバーラップ構造のＬＤＤを有
するＴＦＴを作製する方法について示す。なお、以下に説明する本実施形態において、実
施の形態５と同じものを指す符号は共通して用いることとして、その共通する符号の説明
は省略する。
【００８３】
　まず、実施の形態と同様にして、基板７０１上に下地絶縁膜７０２、半導体膜７０３、
酸化シリコン膜７０４、窒化シリコン膜７０５、第１導電層７０６、第２導電層７０９を
形成する。すなわち、図７（Ｃ）で示す工程まで行う。
【００８４】
　次に、図１１（Ａ）で示すように、ゲート電極のパターンに合わせてエッチング加工し
て、第１導電層７０６上に第２導電層７３０を形成する。次いで、この第２導電層７３０
をマスクとして、一導電型の不純物をドーピングする。第１導電膜７０６を通過させて半
導体膜７０３に一導電型の不純物を注入し、第１不純物領域７３２を形成する（図１１（
Ｂ））。
【００８５】
　次に、第１導電層７０６、第２導電層７３０上に酸化シリコン膜等の絶縁層を形成し、
異方性エッチングによりサイドスペーサ７３３を形成する（図１１（Ｃ））。このサイド
スペーサ７３３と第２導電層７３０をドーピング時のマスクとして用い、第１導電層７０
６を通して一導電型の不純物が添加された第２不純物領域７３４を自己整合的に形成する
（図１１（Ｄ））。
【００８６】
　一導電型の不純物として、ｎ型不純物（ドナー）であればリン又はヒ素等の周期律１５
族元素であり、ｐ型不純物（アクセプタ）であればボロン等の周期律１３族元素である。
これらの不純物を適宜選択することによりｎチャネル型又はｐチャネル型のＴＦＴを作製
することができる。また、ｎチャネル型とｐチャネル型のＴＦＴを同一基板上に作り込む
ことも、ドーピング用のマスクパターンを追加するのみで実施することができる。
【００８７】
　図１１（Ｅ）で示すように、ソース及びドレインを形成する第２不純物領域７３４、Ｌ
ＤＤを形成する第１不純物領域７３２の活性化は基板表面に対して入射角が異なるレーザ
光７１７と７１８を第１不純物領域７１５と第２不純物領域７１６が形成された半導体層
７０３に照射する。レーザ光の照射方法及びレーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で
示すものを適用することができる。すなわち、レーザ光７１７をLD励起式の１０Wのレー
ザ発振器を光源とする第２高調波（Nd:YVO4レーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７１
８を出力３０Wのレーザ発振器を光源とする基本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、T
EM00）とすることができる。
【００８８】
　その後、第２導電層７３０とサイドスペーサ７３３をマスクとして第１導電層７０６の
エッチングを行う。そして、第３絶縁層７３５に水素を含有する酸窒化シリコン膜をＳｉ
Ｈ4、Ｎ2Ｏ、ＮＨ3、Ｈ2の混合ガスを用いてプラズマＣＶＤ法により基板加熱温度２５０
～３５０℃で形成する。膜厚は５０～２００nmの厚さとし、成膜後に窒素雰囲気中で４１
０℃の加熱処理により半導体層の水素化を行う（図１２（Ａ））。
【００８９】
　さらにアクリル又はポリイミド等を主成分とする感光性又は非感光性の有機樹脂材料で
第５絶縁層７３６を形成する。Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等の導電性材料で形成する配線７３
７は第３～第５絶縁層に形成したコンタクトホールに合わせて設ける。第５絶縁膜を有機
樹脂材料で形成することで配線間容量が低減し、又表面が平滑化されるため、この層上で
配線の高密度化を実現することができる（図１２（Ｂ））。
【００９０】
　こうして、ゲートオーバーラップＬＤＤ構造のＴＦＴを完成させることができる。本発
明によれば、照射ムラを解消して均一なレーザ処理が可能で、スループット（処理能力）
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の高いレーザ照射方法及びレーザ処理装置が提供されるが、本実施の形態で示すように、
半導体膜の結晶化やゲート絶縁膜の熱処理、不純物領域の活性化等に適用することで、ガ
ラス基板の収縮や歪み等を発生させることなくＴＦＴで様々な機能回路を集積化した半導
体装置を提供することができる。特に、ガラス基板の収縮がないことから、ゲート部まわ
りの寸法精度が確保され、チャネル長０．３～１．５μmのＴＦＴをガラス基板上に形成
することを可能とする。
【００９１】
　なお、本実施形態では、実施の形態１で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を
適用する場合を示したが、本発明に係る半導体装置の製造工程はこれに限定されず、実施
の形態２乃至４で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を適用することもできる。
【００９２】
[実施の形態８]
　本実施の形態は、実施の形態１と異なる工程でゲートオーバーラップＬＤＤ構造のＴＦ
Ｔを作製する態様について示す。なお、以下の説明において、実施の形態１と同じものを
指す符号は共通して用い、簡単のためその部位の説明は省略する。
【００９３】
　図１３（Ａ）において、基板７０１上に下地絶縁膜７０２と半導体層７０３を形成し、
その上にマスク７４０を形成した後、ドーピング処理を行い、第１不純物領域７４１の形
成を行う。
【００９４】
　マスク７４０を剥離して、オゾン水とフッ酸を交互に用いたサイクル洗浄やＵＶ（紫外
線）オゾン処理で有機物汚染を除去して清浄表面を形成した後、酸化シリコン膜７０４、
窒化シリコン膜７０５、第１導電層７０６を形成する（図１３（Ｂ））。
【００９５】
　その後、第２導電層７０９を形成する（図１３（Ｃ））。そして、エッチング処理を行
いゲート電極のパターンに加工された第２導電層７４２を形成する。ゲート電極の位置は
マスク７４０を形成した位置に対応して形成し、第１不純物領域７４１と重畳させること
でゲートオーバーラップ構造をこの段階で作り込む（図１４（Ｄ））。
【００９６】
　次いで、図１４（Ａ）で示すように、第２導電層７４２上にマスク７４３を形成する。
このマスク７４３は第２導電層７４２を覆うとともに、ゲート電極とオーバーラップしな
いＬＤＤ領域の長さ分だけ半導体膜７０３上にも形成する。この状態で、マスク７４３を
利用してドーピング処理を行い第２不純物領域７４４を形成する。
【００９７】
　その後、第１不純物領域７４１、第２不純物領域７４４の活性化とゲート絶縁膜の改質
を目的とした熱処理を実施の形態１と同様にして行う（図１４（Ｂ））
。基板表面に対して入射角が異なるレーザ光７１７と７１８を第１不純物領域７４１と第
２不純物領域７４４が形成された半導体層７０３に照射する。レーザ光の照射方法及びレ
ーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で示すものを適用することができる。すなわち、
レーザ光７１７をLD励起式の１０Wのレーザ発振器を光源とする第２高調波（Nd:YVO4レー
ザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７１８を出力３０Wのレーザ発振器を光源とする基本
波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）とすることができる。
【００９８】
　本実施の形態では第１不純物領域及び第２不純物領域の活性化と、ゲート絶縁膜の改質
を同時に行うことが可能である。以降の工程は、実施の形態１と同様に行えば、ＬＤＤ領
域の一部がゲート電極とオーバーラップし（Ｌｏｖ）、一部がオーバーラップしない（Ｌ
ｏｆｆ）ＬＤＤ構造のＴＦＴを完成させることができる。
【００９９】
　なお、本実施形態では、実施の形態１で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を
適用する場合を示したが、本発明に係る半導体装置の製造工程はこれに限定されず、実施
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の形態２乃至４で例示するレーザ照射方法及びレーザ照射装置を適用することもできる。
【０１００】
[実施の形態９]
　本実施形態では、ボトムゲート（逆スタガ）型の構造を含む半導体装置の作製方法の一
例を示す。
【０１０１】
　図１５（Ａ）において、基板７０１上に下地絶縁膜７０２を形成する。ゲート電極７６
１はチタン、モリブデン、クロム、タングステン等の金属、又はこれらの元素を含む合金
で形成する。例えば、モリブデンとタングステンの合金で形成する。また、ゲート電極７
６１をアルミニウムで形成し、その表面を陽極酸化して安定化させてえも良い。
【０１０２】
　その上に、ゲート絶縁膜として、高周波スパッタリング法により、窒化シリコン膜７０
５と酸化シリコン膜７０４を、この順に積層形成する。半導体膜７０３は、実施の形態１
乃至４のいずれか一の方法を適用し、同様にして形成する。
【０１０３】
　図１５（Ｂ）に示すように、この状態で、基板表面に対して入射角が異なるレーザ光７
６２と７６３を照射してゲート絶縁膜の熱処理を行っても良い。レーザ光の照射方法及び
レーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で示すものを適用することができる。すなわち
、レーザ光７６２をLD励起式の１０Wのレーザ発振器を光源とする第２高調波（Nd:YVO4レ
ーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７６３を出力３０Wのレーザ発振器を光源とする基
本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）とする。ゲート電極７６１がレーザ光
７６２、７６３のエネルギーを吸収して発熱し、伝導加熱によりその下層側にある窒化シ
リコン膜、酸化シリコン膜、及び半導体膜を加熱する。この局所的な処理により、膜中に
取り込まれた微小なシリコンクラスターを酸化若しくは窒化させ、また、内部歪みを緩和
して膜中欠陥密度、界面欠陥準位密度を低減させることができる。なお、レーザ光は基板
側（ゲート電極側）から照射しても良い。
【０１０４】
　次に、半導体膜７０３上にチャネル保護膜７６４を酸化シリコン等で形成し、それをマ
スクとして一導電型の不純物領域を形成する。図１５（Ｃ）ではソース及びドレインを形
成する第２不純物領域７６５を形成する場合を示している。また、図示しないが、ドーピ
ング工程を２回に分けて行い、ＬＤＤを形成する第１不純物領域を付加しても良い。一導
電型の不純物として、ｎ型不純物（ドナー）
であればリン又はヒ素等の周期律１５族元素であり、ｐ型不純物（アクセプタ）
であればボロン等の周期律１３族元素である。これらの不純物を適宜選択することにより
ｎチャネル型又はｐチャネル型のＴＦＴを作製することができる。また、ｎチャネル型と
ｐチャネル型のＴＦＴを同一基板上に作り込むことも、ドーピング用のマスクパターンを
追加するのみで実施することができる。
【０１０５】
　ソース及びドレインを形成する第２不純物領域７６５の活性化は基板表面に対して入射
角が異なるレーザ光７６２と７６３を第２不純物領域７６５が形成された半導体層７０３
に照射する。レーザ光の照射方法及びレーザ照射装置は、例えば、実施の形態１で示すも
のを適用することができる。すなわち、レーザ光７６２をLD励起式の１０Wのレーザ発振
器を光源とする第２高調波（Nd:YVO4レーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７６３を出
力３０Wのレーザ発振器を光源とする基本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）
とすることができる。
【０１０６】
　そして、図１５（Ｅ）に示すように第３絶縁層７６６に水素を含有する酸窒化シリコン
膜をＳｉＨ4、Ｎ2Ｏ、ＮＨ3、Ｈ2の混合ガスを用いてプラズマＣＶＤ法により基板加熱温
度３２５℃で形成する。膜厚は５０～２００nmの厚さとし、その後、窒素雰囲気中で４１
０℃の加熱処理により半導体層の水素化を行う。
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【０１０７】
　さらにアクリル又はポリイミド等を主成分とする感光性又は非感光性の有機樹脂材料で
第５絶縁層７２２を形成する。Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等の導電性材料で形成する配線７２
３は第３～第５絶縁層に形成したコンタクトホールに合わせて設ける。第５絶縁膜を有機
樹脂材料で形成することで配線間容量が低減し、又表面が平滑化されるため、この層上で
配線の高密度化を実現することができる。
【０１０８】
　こうして、ボトムゲート型（逆スタガ型）のＴＦＴを完成させることができる。シリコ
ンをターゲットとして高周波スパッタリング法で作製する酸化シリコン膜と窒化シリコン
膜を積層させ、パターン形成した導電層を用いて局所的に加熱する熱処理を行った積層体
をＴＦＴのゲート絶縁膜に適用することにより、しきい値電圧やサブスレッショルド特性
の変動が少ないＴＦＴを得ることができる。
【０１０９】
[実施の形態１０]
　実施の形態１乃至９では、ａ－Ｓｉ膜にレーザ光を照射して結晶化することを例示した
が、本発明はこのような適用に限定されず、例えば、結晶化した半導体膜に対し、さらに
本発明に係るレーザ照射方法及びレーザ照射装置を用いてその結晶性の向上並びに改質を
図る処理に適用することができる。
【０１１０】
　まず、図１６（Ａ）で示すように、基板７０１上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜又
は酸窒化シリコン膜等の絶縁膜から成る下地絶縁膜７０２を形成する。
代表的にはＳｉＨ4、ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反応ガスとしてプラズマＣＶＤにより４００℃
の基板加熱温度で成膜され窒素含有量が酸素含有量よりも多い又は同程度の第１酸窒化シ
リコン膜と、ＳｉＨ4、及びＮ2Ｏを反応ガスとしてプラズマＣＶＤにより４００℃の基板
加熱温度で成膜され酸素含有量が窒素含有量よりも多い第２酸窒化シリコン膜を積層形成
する構造である。
【０１１１】
　この構成において、第１酸窒化シリコン膜を高周波スパッタリング法で形成する窒化シ
リコン膜と置き換えても良い。当該窒化シリコン膜はナトリウム（Ｎａ）等ガラス基板に
微量に含まれるアルカリ金属が拡散するのを防ぐことができる。
【０１１２】
　ＴＦＴのチャネル部やソース及びドレイン部を形成する半導体層は、下地絶縁膜７０２
上に形成した非晶質シリコン膜７５１を結晶化して得る。プラズマＣＶＤ法で３００℃の
基板加熱温度で成膜する非晶質シリコン膜は２０～６０nmの厚さで形成する。半導体層は
非晶質シリコン膜に換えて非晶質シリコンゲルマニウム（Ｓｉ1-xＧｅx；ｘ＝０．００１
～０．０５）膜を適用しても良い。
【０１１３】
　結晶化はニッケル（Ｎｉ）等半導体の結晶化に対し触媒作用のある金属元素を添加して
結晶化させて行う。図１６（Ａ）ではニッケル（Ｎｉ）含有層７５２を非晶質シリコン膜
７５１上に保持させた後、輻射加熱又は伝導加熱による熱処理で結晶化を行う。例えば、
ランプの輻射を熱源としたＲＴＡ(Rapid Thermal Anneal)、又は加熱された気体を用いる
ＲＴＡ（ガスＲＴＡ）で設定加熱温度７４０℃で１８０秒のＲＴＡを行う。設定加熱温度
は、パイロメータで測る基板の温度であり、その温度を熱処理時の設定温度としている。
他の方法としては、ファーネスアニール炉を用いて５５０℃にて４時間の熱処理があり、
これを用いても良い。結晶化温度の低温化及び時短化は触媒作用のある金属元素の作用に
よるものである。
【０１１４】
　結晶性シリコン膜７５５に対し、更に結晶性を向上させるためにレーザ処理を加える（
図１６（Ｂ））。すなわち、レーザ光７５３をLD励起式の１０Wのレーザ発振器を光源と
する第２高調波（Nd:YVO4レーザ、CW、５３２nm）とし、レーザ光７５４を出力３０Wのレ
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ーザ発振器を光源とする基本波（Nd:YAGレーザ、CW、１.０６４μm、TEM00）とすること
ができる。このよいうに第２高調波に基本波を照射面で重畳させることにより、照射ムラ
を解消して均一なレーザ処理が可能で、スループット（処理能力）の高い結晶化処理をす
ることができる。こうして結晶化した半導体膜７５６を得ることができる（図１６（Ｃ）
）。
【０１１５】
　図１７で示すゲッタリングは、結晶性シリコン膜中に含まれる金属等の不純物を除去す
るために行う。特に、結晶化の工程で意図的に添加した触媒作用のある金属を１×１０17

/cm3以下の濃度にまで低減するのに有効である。薄膜状に形成した結晶性シリコン膜に対
してゲッタリングを行うには、新たにゲッタリングサイトを形成する必要がある。図１７
では半導体膜７５６上にバリア層７５７を介在させて非晶質シリコン膜７５８を形成して
ゲッタリングサイトとしている。非晶質シリコン膜７５８にはリンやボロン等の不純物元
素、又はＡｒ、Ｋｒ、Ｘｅ等の希ガス元素、酸素、窒素等を１×１０20/cm3以上含ませて
歪み場を形成する。好ましい形成方法として高周波スパッタリングでＡｒをスパッタガス
として非晶質シリコン膜を形成する。成膜時の基板加熱温度は任意であるが、例えば１５
０℃とすれば十分である。
【０１１６】
　熱処理は、ランプを熱源とするＲＴＡ、又は加熱された気体を用いるＲＴＡ（ガスＲＴ
Ａ）で７５０℃で１８０秒のＲＴＡを行う。或いは、ファーネスアニール炉を用いて５５
０℃にて４時間の熱処理を行う。この熱処理により金属元素は非晶質シリコン膜７５８側
に偏析して、結果的に半導体膜７５６の高純度化をすることができる。熱処理後、非晶質
シリコン膜７５８はＮＦ3やＣＦ4を用いたドライエッチング、ＣｌＦ3によるプラズマを
用いないドライエッチング、或いはヒドラジンや、テトラエチルアンモニウムハイドロオ
キサイド（化学式 （ＣＨ3）4ＮＯＨ）を含む水溶液等アルカリ溶液によるウエットエッ
チングで除去する。またバリア層７５６はフッ酸でエッチング除去する。
【０１１７】
　このようにして得られる半導体膜７５６は、実施の形態５乃至８の半導体膜として使用
することができる。
【０１１８】
[実施の形態１１]
　実施の形態５乃至１０により作製することができる代表的な半導体装置としてマイクロ
コンピュータの一実施形態を図１８を用いて説明する。図１８に示すように、０．３～１
．１mmの厚さのガラス基板上に各種の機能回路部を集積してマイクロコンピュータを実現
することができる。各種の機能回路部は実施の形態１～５により作製されるＴＦＴや容量
部を主体として形成することが可能である。
【０１１９】
　図１８で示すマイクロコンピュータ８００の要素としては、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０
２、割り込みコントローラ８０３、キャッシュメモリー８０４、ＲＡＭ８０５、ＤＭＡＣ
８０６、クロック発生回路８０７、シリアルインターフェース８０８、電源発生回路８０
９、ＡＤＣ／ＤＡＣ８１０、タイマカウンタ８１１、ＷＤＴ８１２、Ｉ／Ｏポート８０２
などである。
【０１２０】
　本実施の形態ではマイクロコンピュータの形態を一例として示したが、各種機能回路の
構成や組み合わせを換えれば、メディアプロセッサ、グラフィクス用ＬＳＩ、暗号ＬＳＩ
、メモリー、グラフィクス用ＬＳＩ、携帯電話用ＬＳＩなど様々な機能の半導体装置を完
成させることができる。
【０１２１】
　また、その他にもガラス基板上にＴＦＴを形成することにより、それを用いた液晶表示
装置、ＥＬ（エレクトロルミネセンス）表示装置を作製することができる。そのような表
示装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレ
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イ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオー
ディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情
報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等）、記録媒体
を備えた画像再生装置（具体的にはDigital Versatile Disc（ＤＶＤ）等の記録媒体を再
生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）等が挙げられる。また、家庭電
化製品として冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、固定電話機、ファクシミリなどに組み込む表
示装置としても適用することも可能である。このように本発明の適用範囲はきわめて広く
、さまざまな製品に適用することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】
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